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　世羅町商工会新規創業支援助成金の交付申請にあたり、世羅町商工会新規創業助成実施要綱第３条及び第４条の要件を満たし、同要綱の規定を順守することを誓約いたします。
なお、同要綱第12条により、交付決定の取消し又は返還義務が生じた場合は、これを返還します。

記

　【世羅町商工会新規創業支援助成実施要綱 抜粋】
　（交付対象者）
第３条　助成金の交付対象となる者は、町内において新たに創業を志す者であって、次の各号の要件をすべて満たす者とする。
（１）世羅町商工会（以下「本会」という。）の会員であること又は助成金の交付を受けるまでに本会に加入すること
（２）小規模企業者に該当すること
（３）本会の経営指導又は助言を受けること
（４）町税（国民健康保険税を含む。）を完納していること
（５）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）に基づく届出を要する事業を営んでいないこと
（６）宗教活動又は政治活動を主たる目的とした事業でないこと
（７）フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業でないこと
（８）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条に定める者又はその他の反社会的勢力でないこと及びこれらと関係を有しないこと
（９）訴訟又は法令遵守上の問題を抱えていないこと
（10）国、県又は町の他の制度による創業又は就農に関連する補助金等の交付決定を受けていないこと
２　本会会長（以下「会長」という。）は、前項の要件を満たす者であっても、事業の内容が適切でないと認めるときは、助成金を交付しないことができる。（交付対象となる事業等）
第４条　助成金の交付対象となる事業は、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
（１）第７条の規定による助成金交付申請書の提出日（以下「提出日」という。）において、未創業であること、又は創業日から６か月を経過していないこと。
（２）特段の事情がある場合を除き、提出日から１年以内に営業を開始していること。
（３）提出日から３年間にわたり、町内で営業を継続すること。
（４）前号の期間において、町税を完納すること。
（５）会長が必要と認めた事項について情報提供すること。



（令和８年４月１日改定）

